
2025年７月１４日 

特定技能外国人を雇用している事業者 

特定技能外国人の活用を予定している事業者  各位 

全日本プラスチック製品工業連合会 

 

工業製品製造業分野にて特定技能制度を担う民間団体 

（一般社団法人工業製品製造技能人材機構「JAIM」）に関する御案内 

 

拝啓 盛夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は当連合会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、工業製品製造業分野特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う特定技能外国

人受入事業実施法人として「一般社団法人工業製品製造技能人材機構（以下「JAIM」）」が経済産

業大臣の登録を受けました。 

工業製品製造業分野の特定技能外国人を雇用している事業者および特定技能外国人の活用を予

定している事業者におかれましては、JAIMの賛助会員への入会が必要となりますので、御案内申

し上げます。 

なお、JAIM の賛助会員の年会費に関連し、当団体（全日本プラスチック製品工業連合会）は、

JAIMの正会員となっておりますので、会員企業各位は「正会員団体に所属する場合の割引」の適

用対象となります。ついては下記の通り御案内申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

1. JAIMとは 

JAIMについて | 一般社団法人工業製品製造技能人材機構（JAIM） 

 

2. JAIMの入会手続きについて 

(1) 手続きの概要（詳細は以下 URLのマニュアルを御参照ください） 

 各事業者にて、自身の該当する区分のマニュアルに沿って手続が必要です。（手続は事業所

単位） 

https://www.jaim-skill.or.jp/entry/ 

区分 参照マニュアル 手続期間 

すでに協議会会員の事業者が JAIM の賛助会員

に入会する手続 

Aパターン 令和７年 7月 1日（火）～

7月 22日（火） 

協議会に入会手続中の事業所が JAIM の賛助会

員に入会する手続 

Bパターン 

上記以外で、JAIMの賛助会員に新規入会する手

続 

Cパターン 随時 

 

  

https://www.jaim-skill.or.jp/about/
https://www.jaim-skill.or.jp/entry/


3. JAIMの年会費（概要） 

 JAIMへの入会・所属継続に当たっては、年会費がかかります。 

 2025年度、2026年度以降の年会費の詳細についてはマニュアルをご参照いただくか、JAIM

へ直接お問合せ下さい。 

【2025年度の年会費（詳細については、マニュアル参照）】 

中小企業 3万円、大企業 4万円（JAIMの正会員である業界団体に所属する場合） 

中小企業 3.15万円、大企業 4.15万円（JAIMの正会員である業界団体に所属しない場合） 

 

4. JAIMの年会費の割引について（特に「正会員団体に所属する場合の割引」） 

(1) 年会費割引の種類 

JAIMの年会費には、以下の①・②の２種類の割引制度があり、両方の利用が可能です。 

①中小企業割引 

（中小割） 

中小企業庁の中小企業の定義に照らし、各事業者にて「資本

金を証明する資料」、または「従業員数を証明する資料」を

準備するものです。 

②正会員団体に所属する

場合の割引（団体割） 

JAIMの正会員の製造業団体に加入している法人・事業所限

定の割引制度です。（詳細は（２）参照） 

 

(2) 正会員団体に所属する場合の割引について 

① 団体名の選択をする 

 画面上にて、加入団体名（または自身の入会している傘下団体名）検索して選択してくださ

い。名称の一部で部分検索も可能です。 

傘下団体名 一般社団法人東日本プラスチック製品工業協会、一般社団法人中部日

本プラスチック製品工業協会、一般社団法人西日本プラスチック製品

工業協会、各協会傘下の団体会員 

 

② アップロード書類について 

 当団体（全日本プラスチック製品工業連合会）より JAIM事務局に対し、「事業者名簿」を

提出済みですので、JAIMのシステム上で団体名を選択すると、そのまま次に進めます。

（証憑のアップロードを求めるボタンは現れません） 

 



 

5. JAIMのお手続きに関する相談窓口について 

JAIMの手続きにおいて不明な点があれば、以下の相談窓口まで御連絡ください。 

 

 

以上 


